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発行：西土木事務所 

令和 4年３月 1日  

昨年に続き、令和３年 11月４日、区長室にて公園愛護会個人表彰式を開催しました。 

令和３年度は、「大谷公園愛護会 笠原實会長」「宮崎町公園愛護会 松川和美会長」「平沼さわやか

公園愛護会 後藤義郎会長」の３名が受賞し、寺岡洋志区長より表彰状が授与されました。 

 令和４年になっても、長引くコロナの現状に気持ちも沈みがちですよね。 

そんな状況の中でも、公園では毎日元気に遊ぶ子どもたちの声が聞こえ、グランドゴルフ等を楽しむ

高齢者の姿を見ることができます。 

公園の利用者は様々ですが、密を避け、公園で飲食する人も増えたようにも感じます。 

 そこで大変になってくるのが、「ごみ清掃です！」 

秋の落ち葉清掃も大変な作業だと思いますが、ごみ拾いは気持ちがブルーになる作業ですよね。 

 土木事務所でも「ごみは必ず持ち帰りましょう！」などの掲示を行っていますが、なかなかごみが

減らないのは悲しいことです。何かいい対策案はないものでしょうか？？ 

 思いやりを持って、公園を利用していただけるような工夫を考えていかなければなりませんね。 

みなさんの公園で「こんなことをしたらごみが減った」「こんな風に利用者に声をかけた」などの取り

組みがありましたら、教えてください。区内の公園で共有して改善に繋げていきたいと思います。 

 

 

 

「つくろう！まもろう！みんなの公園」をキャッチコピーに、

愛護会の清掃活動のPRを兼ねたイラスト入りのポスターを作

成しました。少しでも利用者の目に止まり、ポイ捨ての減少に

繋がってくれたらいいなと願っています。 

ポスターご希望の愛護会は、土木事務所にご連絡ください。 

このポスターを見た利用者の方は、マナーを守って必ずごみの

持ち帰りにご協力をお願いいたします。 

日常の清掃活動はもちろん、花のお手入れをはじめ、３公園それぞれに特色の

ある活動が行われています。表彰式後の雑談では、やはり高齢化が課題になりま

したが、これからもお元気で、楽しく活動を継続して欲しいと願っています。 

タオルとエコバック 

横浜市からの記念品 

寄せ植えを進呈 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここ数年コロナの影響を考え技術支援は実施していませんでしたが、今年は活動に役立つ支援とし

て、技術支援申し込みで人気の「中低木の講習」や「樹名板づくり」「ドラム缶利用講習」など、愛護

会同士の交流も兼ねた講習会の実施を企画しています。 

「中低木の管理講習」では、サツキなどの刈込や剪定をはじめ、道具のお手入れ方法を学ぶことも

できます。参加した愛護会には、道具の提供も行っているので大変お得な講習会です。 

中低木はお子さんの背の高さの樹木が多いので、切口の処理の仕方を学ぶことで、思わぬ事故を防

ぐことができます。今一度改めて学ぶことで、きっと活動に役立つはずです。ぜひ興味のある愛護会

はお申込みをお願いいたします。令和４年度の技術支援調査でご希望をいただいている愛護会には、

追ってご案内をさせていただきます。 

実施は開花時期を考慮し、5月～６月が適していると言われている下記の日程を予定しています。 

日 時：2022年 5月 24日（火）雨天予備日として、６月６日（月） どちらも１４：００～ 

場 所：今後、希望のあった愛護会と相談の上決定し、改めてご案内差し上げます。 

 

今年も「愛護会現況（変更）届」及び「愛護会費口座振替依頼書」を同封していますので、4月末

の締切までに、「第４期活動報告書」と「収支報告書」と合わせて提出をお願いいたします。 

用紙はどちらも、みなさまのお手間を少しでも減らし、支払い会計作業をスムーズに行うために、

変更がない情報については、あらかじめ入力したものを送付しておりますことをご了承願います。 

愛護会費の振り込みは、手続きの関係上７月末くらいになると思います。 

現況届の新たに記入をお願いしている項目や新規情報については、同封の「記入についての注意」

をしっかり確認していただき、記入漏れがないようご協力をお願いいたします。 

押印は委任欄のみになっていますので、忘れずにお願いします。 

また近年、口座開設が厳しくなり、会長変更に伴い、口座情報の変更や新規通帳作成において、銀

行によってはいろいろな条件があり、作成に必要な規約や活動報告書などの書類提出を求められるこ

とがあります。合わせて総会や会議の議事録の提出を求められることもあると聞いています。 

その際は、必要書類のコピーをさせていただきますので、土木事務所にご相談ください。 

土木事務所では、技術支援の「草刈機の安全講習」を受講した愛護会には、2枚刃

のカルマーを貸出していますが、最近、愛護会が独自で購入した一枚刃の草刈り機を

利用した際の事故報告が他区の愛護会でありました。 

そこで今回同封した現況届に、「草刈り機に関するアンケート」の項目がございます

ので、忘れずに回答をお願いいたします。 

思いがけない感染症の流行で、世の中は今までにない事態が続いており、人々の日常が奪われ、行動の制限など

が設けられ、愛護会活動も自粛を余儀なくされました。昨年は何人かの会長が勇退、体調を崩されたり、思わぬ病

に襲われたり、お亡くなりになられた方もいました。突然の別れはとても辛く、悲しいものでした。 

長きに渡る愛護会活動へのご協力に感謝するとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。 

愛護会は「無理なく楽しく」がモットーです。これからもたくさんの笑顔に会えることを願っています。 

願っています。 


